
 

平成２５年度容器包装利用・製造等実態調査及び分析事業における民間競争入札実施要項 

（案） 

 

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「法」という。）に基づ

く競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、

公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者

の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現すること

を目指すものである。上記を踏まえ、経済産業省及び農林水産省は、公共サービス改革基本方針（平成 24 年

7 月 20 日閣議決定）別表において民間競争入札の対象として選定された容器包装利用・製造等実態調査及び

分析事業について、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項（以下「実施要項」という。）

を定めるものとする。 

 

 

 

１．対象公共サービスの概要 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第 112 号。以下「容器包装リ

サイクル法」という。）に基づき、平成９年度から、食品産業等の中身事業者等は、容器製造事業者ととも

に容器包装の再商品化の義務を負うこととなった。 

この再商品化義務量や業種別比率等の係数は、容器包装リサイクル法に基づき主務大臣が定めることとさ

れており、実態を踏まえてこれらの係数を決定するためには、製品・容器包装の流通経路に応じた容器包装

の排出データの収集と分析が必要であることから、平成８年度より毎年度、経済産業省と農林水産省が共同

で容器包装利用・製造等実態調査及び分析事業を実施している。 

（１）調査の対象 

  容器包装の利用・製造等をしている可能性がある業種（製造業、卸売業、小売業、外食産業、農業、林業

及び漁業）に属する事業を行う事業者。 

（２）調査の規模 

調査客体数は、分別基準適合物（容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する分別基準適合物をいう。）

の素材別に約 40,000 事業者。詳細は、「容器包装利用・製造等実態調査 業種別調査客体数」（別紙３）の

とおり。なお、平成 25 年度調査の調査客体数は平成 24 年度容器包装利用・製造等実態調査及び分析事業の

事業報告時（平成 25 年３月 29 日）に確定するため、入札説明会時に提供する。 

（３）調査の時期 

①調査の期日：調査実施年度の前年度（平成 24 年度）の実績（出ない場合は直近年度の実績） 

②調査票の配布時期：平成 25 年７月 

③調査票の提出期限：平成 25 年８月 

（４）調査事項 

①全従業員数、総販売額 

②容器利用事業者の容器の利用量 
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③包装利用事業者の包装の利用形態 

④容器包装を用いた製品の販売額、その流通経路 

⑤容器製造事業者の容器包装の出荷量及び販売額 

（５）調査の方法等 

① 調査の方法 

調査票を郵送により送付し、調査客体が記入した調査票を郵送又はフリーダイヤルによる FAX 回収に

より回収する方法により調査票を配布・回収する。 

② 報告の方法 

  報告は、事業者の事業主又はそれに代わる者が、配布された調査票に事業者の状況を記載する方法に

より行う。ここで事業主に代わる者とは、調査事業者の経理担当者など、代表者に代わって調査票を記

入できる者をいう。 

 

２．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項 

（１）対象公共サービスの詳細な内容 

① 業務期間 

    契約締結日から平成26年３月31日までとする。なお、本業務期間の対象となる調査は以下のとおり。 

    平成 25 年度調査（調査期日 調査実施年度の前年度（平成 24 年度）の実績（出ない場合は直近年度

の実績） 

② 貸与物件 

   イ 容器包装利用・製造等実態調査・他統計目的外利用名簿（以下「他統計名簿」という） 

ロ 容器包装利用・製造等実態調査・平成 25 年度調査客体名簿 

   ハ 容器包装利用・製造等実態調査・照会対応事例集（以下「照会対応事例集」という） 

   ニ 容器包装利用・製造等実態調査・前年度調査客体情報 

   ホ 容器包装利用・製造等実態調査・前年度回収調査票入力データ 

 （注）上記資料の開示に当たっては、第三者に公表しない旨の誓約書を徴することとする。 

③ 業務の引継 

  経済産業省及び農林水産省は、本業務を開始するまでの間に業務内容を明らかにした書類等により、

民間事業者に業務の引継を行うものとする。また、民間事業者は、業務終了前に８（１）の報告等によ

り経済産業省及び農林水産省に対して引継を行うものとする。本業務の終了に伴い民間事業者が変更と

なる場合には、経済産業省及び農林水産省は、８（１）の報告等をもとに次期事業者への引継を行うも

のとする。ただし、必要に応じて経済産業省及び農林水産省が、業務終了前に民間事業者に対し、引継

に必要な資料等を求めた場合は、民間事業者は応じることとする。 

  ④ 業務の内容 

    本業務の内容は以下のとおりであるが、ここに示す業務内容は最低限の要求要件であり、各業務につ

いて、適切かつ確実に行う工夫を求めるとともに、特に下記ホ、調査票の回収・督促の業務については、

より良質かつ低廉なサービスを実現する観点から、民間事業者の創意工夫を求める（業務実施の具体的

な方法については、企画書（５（２）③参照）に記載する）。 

    また、民間事業者は定期的に経済産業省及び農林水産省と連携を図り、円滑かつ確実な業務実施に努
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めることとする。 

   ・実査準備 → 詳細は以下の イ・ロ 

   ・実査   → 同 ハ～ヘ 

   ・審査   → 同 ト 

   ・第１報から第３報までの集計データ及び統計表等の作成、報告 → 同 チ 

   ・報告書統計表等の作成、報告 → 同 リ 

   ・次年度調査に向けた準備、事業報告書の作成 → 同 ヌ・ル 

 

   イ 調査関係用品の印刷（実施時期：６月） 

    (ｲ) 本業務の実施に当たり、調査客体に配布する調査関係用品を経済産業省及び農林水産省が貸与し

た見本を基に印刷すること。見本は入札説明会時に提示する。 

    (ﾛ) 調査関係用品の印刷部数及び印刷仕様（紙質、色など）は、入札説明会の際に提供する。なお、

平成 24 年度の実績は別紙４のとおり。また、調査関係用品のうち、督促状、発信用封筒、返信用

封筒については、経済産業省及び農林水産省の指示に従い、経済産業省分と農林水産省分に分けて

作成すること。 

    (ﾊ) 各調査関係用品については、経済産業省及び農林水産省ホームページ掲載用として、調査開始前

に電子媒体を経済産業省及び農林水産省へ提出すること（調査票、簡易回答票については、編集可

能なファイル（Word、Excel 等）も併せて提出すること）。 

    (ﾆ) 調査票及び簡易回答票（督促状に回答欄を設ける場合には督促状も含む。）にはプレプリント（送

付時点で回答事業者名を印刷）を実施すること。 

 

ロ 集計プログラムの準備（実施時期：集計開始前まで） 

集計準備として、データのエラーチェック、単純集計、拡大推計の各プログラムを準備し、プログ

ラムを用いた試算を予め行っておくこと。また、比率等算出プログラムを準備し、動作確認を行って

おくこと。エラーチェック項目については別紙５参照。集計方法、拡大推計、比率等の算出方法につ

いては別紙６参照。 

 

   ハ 調査関係用品の配布（実施時期：７月） 

(ｲ) 民間事業者は、調査客体に対し、調査関係用品を配布すること。なお、経済産業省及び農林水産

省の指示に従い、経済産業省担当事業者分については経済産業省を宛名とする返信用封筒を封入し、

農林水産省担当事業者分については農林水産省を宛名とする返信用封筒を封入する等、それぞれの

返送先に合わせて送付物を区別するよう留意すること。 

(ﾛ) 調査票の返送先は経済産業省担当事業者分については経済産業省産業技術環境局リサイクル推

進課とし、農林水産省担当事業者分については農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課食品産

業環境対策室とすること。また、料金受取人払いとすること。料金受取人払い承認申請は経済産業

省及び農林水産省が行う。 

(ﾊ) 住所移転や廃業等の理由により発送後に調査票の未達が判明した事業者分については、抽出プロ

グラムを用いて他統計名簿より代替事業者を抽出し、追加発送を実施すること。抽出方法について
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は別紙７参照。 

    (ﾆ) 平成 25 年度調査客体名簿を転記した名簿を基に発送状況を管理し、所定のフォーマットに基づ

き総務省への調査履歴登録用名簿（調査結果名簿）を作成し、期日までに経済産業省及び農林水産

省に提出すること。 

 

ニ 調査客体からの問い合わせ・苦情等の対応（実施時期：随時） 

    (ｲ) 調査客体からの調査内容等に関する照会には適宜回答すること。 

    (ﾛ) 調査客体からの問い合わせの対応については、経済産業省及び農林水産省が契約後に貸与する

「照会対応事例集」に基づき対応すること。 

    (ﾊ) 問い合わせ・苦情等の対応状況については、「容器包装利用・製造等実態調査 問合せ・苦情等

の対応状況（別紙８）」に取りまとめ、期日までに経済産業省及び農林水産省に提出すること。 

 

   ホ 調査票の回収・督促（実施時期：随時（９月頃の最終数値確定まで）） 

(ｲ) 経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課及び農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課

食品産業環境対策室に届く調査票を、週２～３回程度の頻度で回収すること。なお、一定の期間内

に大量に届いた等の場合には、経済産業省又は農林水産省の求めに応じて回収すること。 

(ﾛ) 民間事業者は、調査客体に対し、指定した期日までに調査票を提出するように周知、徹底を図る

とともに、未提出の調査客体に対して督促を行う。なお、調査票の督促方法については前年度調査

における容器包装種類別・業種別の利用量上位 20 社及び製造量上位 10 社で未回収の調査客体は必

須としつつ、民間事業者の創意工夫により設定し、企画書にその具体的な内容を記述すること。 

(ﾊ) 督促状況については「容器包装利用・製造等実態調査 督促状況」（別紙９）に必要事項を記載

し、調査票の督促状況を管理すること。なお、「容器包装利用・製造等実態調査 督促状況」は、

期日までに調査票等と併せて経済産業省及び農林水産省に提出すること。 

(ﾆ) なお、督促にハガキを用いる場合には、情報漏洩防止の観点から回答部分の保護シールを添付す

る等の対応をとること。 

 

   ヘ 調査票の回収状況の管理及び電子化（実施時期：随時） 

    (ｲ) 民間事業者は「容器包装利用・製造等実態調査 調査票回収状況」（別紙 10）に調査票の回収日

等の必要事項を記載し、調査票の回収状況を管理する。なお、「容器包装利用・製造等実態調査 調

査票回収状況」は、期日までに調査票等と併せて経済産業省及び農林水産省に提出すること。 

    (ﾛ) 民間事業者は、回収した調査票データを電子化し、回収調査票入力データとする。 

 

   ト 調査票の内容審査、調査客体への疑義照会（実施時期：随時） 

    (ｲ) 民間事業者は、回収調査票入力データについて、調査の項目ごとにエラーチェックプログラムを

適用し、エラーデータの自動補正を行うこと。 

(ﾛ) 民間事業者は、エラーチェックの結果無効票となった調査票を中心に、提出された調査票の内容

について審査を行い、必要に応じて調査客体に対して疑義照会を行う。疑義照会の結果、修正が生

じた場合は調査票の内容を修正する。なお、疑義照会の状況は「容器包装利用・製造等実態調査 疑
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義照会状況」（別紙 11）に取りまとめ、期日までに調査票等と併せて経済産業省及び農林水産省に

提出すること。 

    

   チ 第１報から第３報までの集計データ及び統計表等の作成、報告（実施時期：８月上旬、８月下旬、

９月上旬） 

(ｲ) 民間事業者は、調査票データを集計し、第１報の集計データ及びそれを拡大推計した統計表の電

子媒体を作成し、期日までに経済産業省及び農林水産省に提出すること。 

(ﾛ) 集計結果の数値検証のため、容器包装種類別・業種別の利用量上位 20 社及び製造量上位 10 社の

本年度調査と昨年度調査データとの比較表（別紙 12）（以下「上位企業データ比較表」という。）

を作成し、昨年度結果との比較検証を行い、期日までに経済産業省及び農林水産省に提出すること。 

    (ﾊ) 第２報及び第３報についても同様に対応すること。 

    (ﾆ) なお、第３報の際には、比率等算出プログラムを用いて容器包装リサイクル法に基づく特定事業

者の再商品化義務量に係る量・比率等の数値案及びその算定関係資料（暫定版）を作成し、期日ま

でに経済産業省及び農林水産省に提出すること。量・比率等の算定手順については P.65 参照。量・

比率等に関する容器包装リサイクル法及び関連省令における規定については（別紙 15）参照。 

 

   リ 報告書統計表等の作成、報告（実施時期：９月下旬） 

(ｲ) 民間事業者は、報告書統計表の電子媒体を作成し、期日までに経済産業省及び農林水産省に提出

すること。また、併せて集計データ（最終版）及び上位企業データ比較表（最終版）を作成し、期

日までに経済産業省及び農林水産省に提出すること。 

(ﾛ) 報告書統計表から、比率等算出プログラムを用いて容器包装リサイクル法に基づく特定事業者の

再商品化義務量に係る量・比率等の数値案及びその算定関係資料（最終版）を作成し、期日までに

経済産業省及び農林水産省に提出すること。 

 

   ヌ 次年度調査に向けた準備（実施時期：10月から３月まで） 

(ｲ) 次年度調査客体の抽出計画作成時点において利用する最新の他統計名簿について、経済産業省及

び農林水産省と共同で目的外利用申請（二次利用申請）を行うこと。また、他統計名簿を基に平成

26 年度調査客体の抽出計画を作成し、期日までに経済産業省及び農林水産省に提出すること。 

(ﾛ) 民間事業者は、抽出計画に基づき抽出プログラムを用いて平成 26 年度調査の第 1 報発送リスト

を作成し、期日までに経済産業省及び農林水産省に提出すること。 

(ﾊ) 第 1 報発送リストは、所定のフォーマットに基づき総務省に提出する調査対象名簿の形式とし、

経済産業省及び農林水産省に提出・依頼し、総務省の重複是正を受けること。重複是正指示があっ

た場合には、抽出プログラムを用いて各他統計名簿より代替事業者を抽出し、平成 26 年度調査客

体名簿を作成し、期日までに経済産業省及び農林水産省に提出すること。なお、発送リストには各

事業者の抽出元の統計名及び業種を明記すること。 

(ﾆ) ２（１）⑦ホ及びトに基づき、照会対応事例集の修正を行い、期日までに経済産業省及び農林水

産省に提出すること。 
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   ル 事業報告書の作成（実施時期：３月） 

     調査の実施状況等について事業報告書に取りまとめ、期日までに経済産業省及び農林水産省へ提出

すること。 

 

⑤ 情報セキュリティ管理 

   イ 本業務の実施に当たって、情報漏洩防止をはじめとする情報セキュリティを確保するための体制を

整備し、責任者を置くとともに、セキュリティマニュアル等を作成して適正な調査情報の管理を行う

こと。なお、セキュリティマニュアルは企画書と併せて提出し、経済産業省及び農林水産省の審査を

受けること。 

   ロ 調査関係用品、納入物件以外に作業過程で作成し、不要となった帳票、電子媒体等は契約終了時ま

でに裁断・粉砕等により必ず廃棄すること。 

   ハ 情報セキュリティに関する事故が発生した場合は、速やかに経済産業省及び農林水産省に報告し、

今後の対応方針について協議すること。 

 

  ⑥ 納品物件（納品時期） 

    以下のイ～ヘを経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課及び農林水産省食料産業局バイオマス

循環資源課食品産業環境対策室にそれぞれ納入すること。納入時期が土曜、日曜、祝祭日の場合は、そ

の前日までに納品すること。なお、調査票原票以外の納入物件は電子媒体（CD-ROM（透明テキスト付き

PDF ファイルを含む。））とする。 

   イ 各調査関係用品電子媒体（調査開始前） 

   ロ 第１報～第３報までの集計データ、統計表、上位企業データ比較表（８月上旬、８月下旬、９月上

旬） 

   ハ 容器包装リサイクル法に基づく特定事業者の再商品化義務量に係る量・比率等の数値案及びその算

定関係資料（暫定版）（９月上旬） 

   二 報告書統計表、集計データ（最終版）、上位企業データ比較表（最終版）、容器包装リサイクル法に

基づく特定事業者の再商品化義務量に係る量・比率等の数値案及びその算定関係資料（最終版）、調

査履歴登録用名簿（調査結果名簿）（９月下旬） 

ホ 平成 26 年度調査客体の抽出計画、平成 26 年度調査の第 1報発送リスト（平成 26 年２月頃） 

   ヘ 事業報告書、調査票原票、回収調査票入力データ（エラー等チェックを経た最終版）、照会対応事

例集、問合せ・苦情等の対応状況（最終版）、督促状況（最終版）、調査票回収状況（最終版）、疑義

照会状況（最終版）、平成 26 年度調査客体名簿（平成 26 年３月 31 日） 

 

  ⑦ 業務受託に関する留意事項 

   イ 設備と場所 

     民間事業者は、本業務を実施するために、調査関係資料を厳重に管理する保管庫、電話設備、ＦＡ

Ｘ、インターネット、パソコン等の必要な設備と場所を用意する。 

   ロ 名称の使用等 

     民間事業者は、「容器包装利用・製造等実態調査事務局」という名称を用いて実査、督促、照会対

6



 

応等を実施する。なお、この名称は、調査客体へ送付する「依頼文」に明記する。 

   ハ 連絡・調整担当者 

     民間事業者は、本業務の適切な実施を確保するために、経済産業省及び農林水産省との連絡・調整

を行う担当者を設置すること。担当者は業務時間内（平日 9:30～18:15）においては、速やかに連絡・

調整が取れる状態を保つこととし、経済産業省及び農林水産省との連絡・調整は、この担当者を経る

こととする。 

   ニ 研修の実施 

     本業務の実施に当たり、実査や審査を実施する者、調査票や個人情報が記された書類等を取り扱う

者等に対し、調査内容や守秘義務等の遵守事項について十分理解できる研修を事前に行うこと。研修

内容、スケジュールについては、事前に経済産業省及び農林水産省の了解を得ること。 

   ホ 業務の改善策の作成・提出等 

     民間事業者は、次の(ｲ)又は(ﾛ)の場合、速やかに業務の改善策（経済産業省及び農林水産省への提

案を含む）を作成及び提出し、経済産業省及び農林水産省の承認を得た上で改善策を実施するものと

する。 

     なお、民間事業者は、改善策の作成、提出及び実施に当たり、経済産業省及び農林水産省に対して

必要な助言及び協力を求めることができる。 

    (ｲ) 民間事業者が実務の実施結果を踏まえ、業務の質の確保、向上を図るため、業務の改善が必要と

判断した場合 

    (ﾛ) 経済産業省及び農林水産省が、８（１）①に示す報告や２（１）⑥に示す納入物件の確認又は業

務の実施状況を観察することにより、業務の質が満たされないことが明らかになり、業務の改善が

必要と判断し、民間事業者に対して業務の改善を求めた場合。 

   ト 業務の改善提案 

     民間事業者は、業務の質の確保、向上を図るため、業務の実施結果を踏まえた改善提案（照会対応・

督促業務に必要な照会対応事例集等）を経済産業省及び農林水産省に対して行う。 

 

（２）入札対象事業の実施に当たり確保されるべきサービスの質 

本業務を実施するに当たって、確保されるべき質として求められるものは、以下のとおりである。なお、

経済産業省及び農林水産省は、質の確保状況について、８（１）①に示す報告及び２（１）⑥に示す納入

物件により毎月確認（モニタリング）する。 

  ① スケジュールの遵守 

本業務の実施に当たり、経済産業省及び農林水産省と調整の上、スケジュールに沿って確実に業務を

遂行すること。 

  ② マニュアルによる対応 

    照会対応業務においては、調査票の記入等に関する電話等による照会があった場合は、照会対応事例

集に沿って対応すること。 

  ③ 基準日における目標有効回答率 

    一連の業務（督促業務等）を通じ、容器包装リサイクル法に基づく特定事業者の再商品化義務量に係

る量・比率等の数値案及びその算定関係資料の最終セット時点（９月下旬）における調査票の有効回答
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率が、企業規模別に、平成19年度から平成23年度調査までの実績値の平均（大企業61.7%、中企業44.8%、

小企業 40.6%）を上回らなければならない。（大企業・中企業・小企業の区分については抽出計画（別

紙 13）参照）。 

    なお、目標有効回答率を下回った場合は、事業報告書において、実績有効回答率が目標有効回答率を

下回った要因について分析し、経済産業省及び農林水産省に報告するとともに、有効回答率の達成を確

保する上で必要な改善策を提示する。 

  ④ 報告期日、審査 

    報告期日までに報告をするとともに、調査票の審査、調査結果表の検討、集計した結果については、

経済産業省及び農林水産省が指示する事項すべてについて行うこと。 

 

（３）契約の形態及び支払 

  ① 契約の形態 

    契約の形態は、請負契約とする。 

  ② 契約金額の支払い 

    経済産業省及び農林水産省は、民間事業者による業務終了後、８（１）①に示す報告等により、適正

な実施がなされたことを確認し、契約金額を支払う。 

    なお、適正な業務がなされていない場合には、経済産業省及び農林水産省は民間事業者に対し、再度

業務を行うよう指示するとともに、業務の改善策の作成・提出を求めるものとする。業務の適正かつ確

実な実施が確認できない限り支払いは行わない。 

 

３．実施期間に関する事項 

  請負契約の契約期間は、契約締結日から平成 26 年３月 31 日までとする。 

 

４．入札参加資格に関する事項 

（１）法第 15 条において準用する法第 10 条(第 11 号を除く)に抵触しない者であること。 

（２）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成

年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理

由がある場合に該当する。 

（３）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（４）経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領（昭和 38 年６月 26 日付け 38 会第 391

号）により、平成 25・26・27 年度経済産業省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ａ」

又は「Ｂ」の等級に格付けされている者であること。 

（５）経済産業省及び農林水産省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではない

こと。 

（６）入札説明会に参加した者であること 

（７）本実施要項に記載する事項のとおり役務を実施・完了することができることを証明した者であること。 

   なお、この場合の証明とは、落札者として決定された民間事業者との間で締結される法第 20 条第１項

の契約（以下「本契約」という。）を締結することとなった場合、確実に完了期限までに業務を実施・完
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了することができるとの意思表示を書面により証明することをいう。 

（８）本業務の実施状況の評価等を行うに当たり、外部有識者又は外部有識者が属する民間事業者でないこと。 

 

５．入札に参加する者の募集に関する事項 

（１）入札に係るスケジュール（予定） 

  ① 入札公告         平成 25 年５月上旬 

  ② 入札説明会        平成 25 年５月中旬 

  ③ 質問受付期限       平成 25 年５月下旬 

  ④ 入札書等提出期限     平成 25 年６月上旬（質問受付期限から１週間程度後） 

  ⑤ 企画書の審査等      平成 25 年６月上旬 

  ⑥ 開札及び落札者の決定   平成 25 年６月中旬 

  ⑦ 契約締結         平成 25 年６月中旬 

 

（２）入札の実施手続 

  ① 入札説明後の質問送付 

    入札公告以降、経済産業省において入札説明書の交付を受けた者は、本実施要項の内容や入札に係る

事項について、入札説明会後に、経済産業省に対して質問を行うことができる。質問は原則として電子

メールにより行い、質問内容及び経済産業省からの回答は原則として入札説明書の交付を受けたすべて

の者に公開することとする。 

    ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合には、質問者の

意向を聴取した上で公開しないよう配慮する。 

  ② 提出書類 

    民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、次に掲げる書類を別に定める入札公

告及び入札実施要項に記載された期日と方法により、経済産業省まで提出すること。 

   イ 入札書 

     入札金額（入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、契約期間内全ての本業務に対する報酬総額の１０５分の１００に相当する金額）を記した書類 

   ロ 企画書 

     総合評価のための業務運営の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書類 

   ハ 資格審査結果通知書 

     平成 25・26・27 年度経済産業省競争参加資格（全省庁統一資格）における資格審査結果通知書の

写し 

   ニ 暴力団排除に関する書類 

     法第 15 条において準用する法第 10 条に規定する欠格事由のうち、暴力団排除に関する規定につい

て評価するために必要な書類。 

  ③ 企画書の内容 

    入札参加者が提出する企画書には、６で示す総合評価を受けるため、次の事項を記載することとする。 

    【提案要求事項】 

9



 

1.1 実施計画 

    2.1 実施体制・役割分担 

    2.2 組織の専門性、実績、資格 

    2.3 設備・環境 

2.4 研修（教育） 

    2.5 セキュリティ対策 

    3.1 調査関係書類・用品の作成・印刷・配布 

    3.2 協力依頼 

    3.3 照会（問合せ・苦情等）対応 

    3.4 調査票の回収・審査・疑義照会 

    3.5 督促 

    3.6 調査票の電子データ作成、集計 

    3.7 結果表（数値案）の作成 

    3.8 名簿データ等の整備 

    【添付資料】 

    4.1 設備・実施環境 

    4.2 実施体制及び研究者略歴 

    4.3 会社としての実績 

      なお、上記について経済産業省及び農林水産省が民間事業者の創意工夫による設定を求めている

事項以外についても、民間事業者が創意工夫できる事項については企画書に記載する。 

 

６．落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項 

  本業務を実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価方式によるものとする。落札者決定

に当たっての質の評価項目の設定は、「評価項目一覧表」（別紙１）のとおり。 

（１）落札者を決定するための評価の基準 

  ① 技術点（得点配分 200 点） 

    技術評価は、提出された企画書の内容が、事業の趣旨に沿った実行可能なものであるか（必須項目）、

また、効果的なものであるか（加点項目）について行い、必須項目審査の得点（以下「基礎点」という。）

と加点項目審査の得点（以下「加点」という。）の合計点を技術点とする。 

   イ 基礎点（50 点） 

     必須項目について審査を行い、そのすべてを満たしている提案には基礎点 50 点を与え、その一つ

でも満たしていない場合は失格とする。 

   ロ 加点（150 点満点） 

     必須項目の審査で合格になった入札者に対して、「評価項目一覧表」（別紙１）上の「加点」の項目

について審査を行う。効果的な実施が期待されているかという観点から、入札参加者の企画提案を相

対評価することにより加点する。 

     評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書の内容を比較し、各入札参加者に対して「表１ 審

査基準」により０点から３点までを付与する。 
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     各入札参加者の得点は、各評価者の得点に、重要度に応じた加重を乗じた値とする。 

 

 

表１ 審査基準 

評価 評価内容 得点 

Ａ 非常に優れている ３ 

Ｂ 優れている ２ 

Ｃ 標準的・普通 １ 

Ｄ 記載無し、又は期待できない ０ 

 

  ② 入札価格点（得点配分 100 点） 

    入札価格に係る評価点については以下の計算方法により、事業者が提示した入札価格に応じて得点が

計算される。なお、入札価格にかかる得点配分は 100 点とする。 

   （１－入札価格／予定価格）×入札価格にかかる得点配分（100 点） 

 

（２）落札者の決定 

  ① 落札方式 

    次の要件をともに満たしている者のうち、「② 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高

い者を落札者とする。 

   イ 入札価格が予定価格の範囲内であること。 

   ロ 「評価項目一覧表」（別紙１）に記載される要件のうち必須とされる項目を、すべて満たしている

こと。 

  ② 総合評価点の計算 

    総合評価点 ＝      [技術点]       ＋    [入札価格点] 

         ＝[基礎点（50 点）＋加点（150 点満点）]＋[（１－入札価格／予定価格）×100 点] 

  ③ その他 

   イ 必須審査項目を満たしている者のうち、予定価格の制限に達した入札金額の入札がない場合は、直

ちに再度の入札を行う。 

   ロ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した履行がなされな

いおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこと

となるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入

札をした他の者のうち、総合評価点の最も高い１者を落札者とすることがある。 

   ハ 落札者となるべき者が２者以上あるときは、くじによって落札者を決定する。また、当該入札者の

うち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない経済産業省の職員にく

じを引かせ落札者を決定する。 

   ニ 経済産業省は、落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札金額、落札者の

総合評価点等について公表するものとする。 
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７．入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 

  容器包装利用・製造等実態調査及び分析事業における従来の実施状況に関する情報の開示については、「従

来の実施状況に関する情報の開示」（別紙２）のとおりとする。 

（１）従来の実施に要した経費 

（２）従来の実施に要した人員 

（３）従来の実施に要した施設及び設備 

（４）従来の実施における目的の達成の程度 

（５）従来の実施方法等 

 

８．民間事業者が経済産業省及び農林水産省に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要

な措置その他本業務の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講ずべき事項 

 

（１）民間事業者が報告すべき事項 

 ① 報告等 

  イ ２（２）で設定した「質の確保」がなされていることを確認するため、民間事業者は、次の(ｲ)～(ﾍ)

について経済産業省及び農林水産省に報告すること。また経済産業省及び農林水産省は、報告を受け、

業務の適正かつ確実な実施を確保するため、必要に応じ民間事業者との情報交換の場を設けるものとす

る。 

   (ｲ) 調査拒否等報告（７～９月頃） 

   (ﾛ) 問合せ・苦情等対応状況（７～９月頃） 

   (ﾊ) 調査票回収・督促状況（７～９月頃） 

   (ﾆ) 疑義照会状況（７～９月頃） 

   (ﾎ) 勤務体制（調査開始前：６月頃） 

    ○イ業務担当者の配置実績及び勤務体制表 

    ○ロ調査票等を扱うことができる人員の管理体制、保管責任者、管理責任者等の体制及び保管・管理状

況を報告 

    ○ハ勤務体制については、各工程に作業責任者を置き、氏名、所属、連絡先を報告 

    ○ニ督促・審査及び苦情対応業務の業務担当者の氏名、所属を報告 

   (ﾍ) 事業報告書 

     平成 25 年度調査：平成 26 年 3月 31 日 

  ロ 経済産業省及び農林水産省は、民間事業者から受けた報告について取りまとめの上、平成 26 年７月

を目途に公表するとともに、官民競争入札等監理委員会に報告するものとする。 

② 調査 

経済産業省及び農林水産省は、本業務の適性かつ確実な実施を確保するために、必要があると認めると

きは法第 26 条第 1 項に基づき、民間事業者に対して、必要な報告を求め、又は事務所等に立ち入り、実

施の状況若しくは帳票、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 

立入検査をする経済産業省及び農林水産省の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第 26 条第 1

項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携行し、関係者に

12



 

提示することとする。  

  イ 経済産業省及び農林水産省から民間事業者へ電話し、業務担当者に対し、照会状況、調査票の回収状

況等の様々な質問を投げかけることにより、適切に業務の運営がなされているかを詳細に調べる。 

  ロ 民間事業者又はその職員その他の本契約の履行に従事する者による調査票の不正記入等の不正行為

を防止するため、回収調査票を適宜選択し、調査客体に経済産業省及び農林水産省から不正行為の有無

を確認する。 

③ 指示    

経済産業省及び農林水産省は、本業務を適正かつ的確に実施させるために、必要があると認めるときは、

民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。なお、上記によらず、業務の質

の低下につながる問題点を確認した場合は、指示を行うことができるものとする。 

 

（２） 秘密を適正に取り扱うために必要な措置     

民間事業者は、本業務に関して経済産業省及び農林水産省が開示した情報等（公知の事実等を除く。）

及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措

置を講ずること。民間事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員、その

他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならな

い。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第 54 条により罰則の適用がある。 

   なお、当該情報等を本業務以外の目的に使用又は第三者に開示してはならない。 

 

（３）契約に基づき民間事業者が講ずべき措置     

① 請負業務の開始及び中止    

イ 請負業務の開始 

民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならな

い。 

ロ 本業務の中止 

民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじめ、経済産業

省及び農林水産省の承認を受けなければならない。   

② 公正な取扱い    

イ 民間事業者は、本業務の実施に当たって、調査客体を具体的な理由なく区別してはならない。  

ロ 民間事業者は、調査客体の取扱いについて、自らが行う他の事業の利用の有無により区別してはな

らない。 

③ 金品等の授受の禁止    

民間事業者は、本業務において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。 

④ 宣伝行為の禁止    

イ 本業務の宣伝 

民間事業者及び本業務に従事する者は、経済産業省及び農林水産省や「容器包装利用・製造等実態調

査」の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること（一般的な会社案内資

料において列挙される事業内容や受注業務の１つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。）及び
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当該自ら行う業務が容器包装利用・製造等実態調査の業務の一部であるかのように誤認させる恐れのあ

る行為をしてはならない。 

ロ 自らが行う事業の宣伝 

民間事業者は、本業務の実施に当たって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。 

⑤ 法令の遵守 

民間事業者は、本業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。 

⑥ 安全衛生 

民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係

法令に従って行わなければならない。 

⑦ 記録及び帳簿    

民間事業者は、本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、翌年度より５年間保管しなければならない。 

⑧ 権利の譲渡    

民間事業者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならな

い。    

⑨ 権利義務の帰属等    

イ 印刷物の制作上で発生した著作権及び電子データ等の所有権は経済産業省及び農林水産省に帰属

する。  

ロ 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、経済産業省及び農林水

産省の承認を受けなければならない。    

⑩ 契約によらない自らの事業の禁止    

民間事業者は、本業務を実施するに当たり、経済産業省及び農林水産省の許可を得ることなく自ら行う

事業又は経済産業省及び農林水産省以外の者との契約（経済産業省及び農林水産省との契約に基づく事業

を除く。）に基づき実施する事業を行ってはならない。 

⑪  取得した個人情報の利用の禁止 

民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は経済産業省及び農林水産省以外

の者との契約（本業務を実施するために締結した他の者との契約を除く。）に基づき実施する事業に用い

てはならない。 

⑫  再委託の取扱い   

イ 全部委託の禁止 

民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。 

ロ 再委託の合理性等 

民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじ

め企画書において、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再

委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法）

について記載しなければならない。 

ハ 契約後の再委託 

民間事業者は、契約後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らか

にした上で経済産業省及び農林水産省の承認を受けなければならない。 
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ニ 再委託先からの報告 

民間事業者は、上記ロ又はハにより再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収することと

する。 

ホ 再委託先の義務 

再委託先は、上記８．（２）及び（３）②から⑪までに掲げる事項について、民間事業者と同様の義

務を負うものとする。 

へ 民間事業者の責任 

再委託先の事業者の責めに帰すべき事由は、受託事業者の責めに帰すべき事由とみなして、受託事業

者が責任を負うものとする。 

⑬ 契約内容の変更    

民間事業者並びに経済産業省及び農林水産省は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを得な

い事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手

方の承認を受けなければならない。    

⑭ 契約の解除 

経済産業省及び農林水産省は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。 

イ 法第 22 条第１項第 1号イからチ又は同項第 2号に該当するとき。 

ロ 暴力団員を業務統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき。 

ハ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。 

⑮  契約解除時の取扱い    

イ 契約解除時の請負報酬の支払い 

上記⑭に該当し、契約を解除した場合には、経済産業省及び農林水産省は民間事業者に対し、当該契

約の解除の日までに本業務を契約に基づき実施した期間にかかる請負報酬を支払う。 

ロ 契約解除時の違約金と本業務の完了 

イに該当する場合、民間事業者は、契約金額の１０５分の１００に相当する金額の１００分の１０に

相当する金額を違約金として経済産業省及び農林水産省が指定する期日までに納付するとともに、経済

産業省及び農林水産省との協議に基づき、本業務の処理が完了するまでの間、責任を持って当該処理を

行わなければならない。 

ハ 延滞金 

経済産業省及び農林水産省は、民間事業者が上記ロの金額を国の指定する期日までに支払わないとき

は、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年１００分の５の割合で計

算した金額を延滞金として納付させることができる。 

ニ 損害賠償 

経済産業省及び農林水産省は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすること

ができる。 

⑯ 不可抗力免責 

落札事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により請負事業の全部又は一部の履行が遅延しまた

は不能となった場合は当該履行遅延または履行不能による責任を負わないものとする。 
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間事業者はそのための措置を講ずること。 

（４）評価委員会の開催 

経済産業省は、本業務の実施状況の評価等を行うに当たり、専門的技術的知見を得るために、経済産業

省・農林水産省及び外部有識者を構成員とする評価委員会を開催することとする。 
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別紙１

（参考）
加重

１．実施計画

本業務の実施スケジュールは、調査計画や規模等を踏まえた実効性
のある妥当なものか。

契約から調査開始までの具体的な準備・取組スケジュール。
受託期間全体の月間の具体的なスケジュール、特に納品に関するスケ
ジュール。

基礎点 4 4 － －

☆
業務の実施手順について、的確に業務を実施するための工夫が示さ
れているか。

円滑かつ実効性のある調査の実施を確保するためのスケジュール上の工
夫内容、納品を速やかに行うためのスケジュール上の工夫（独自の取組
等）

加点 9 － 9 3

２．実施体制

本業務を確実に遂行するための要員が確保されているか。人員の補
助体制は確立しているか。
なお、再委託業務がある場合、業務内容・業者等が明確に示されてお
り。本業務を確実に遂行するための実施体制や指示・連絡体制が確保
されているか。

業務実施上の具体的な要員体制（従事者全員の配置状況が明確なも
の）。特に、期日までの確実な納品体制。調査業務における各工程ごとの
人員体制・責任者の配置状況及び具体的業務内容。
再委託業務の内容と範囲、再委託先業者に係る情報、再委託を行わなけ
ればならない合理的理由、再委託先の監理・監督体制（情報管理、情報
管理施設・保安等の状況を含む。）。

基礎点 4 － －

事故、災害等が発生した場合の対応体制が整っているか。
業務実施上の具体的な実施体制及び指示・連絡体制の具体的な内容。
災害・事故発生時の具体的な連絡・対応体制の整備状況

基礎点 4 － －

責任者は統計調査に精通しているか。責任者は統計調査の実務経験
が豊富か。

責任者の指導的立場での実務経験の状況（具体的な内容及び実績を含
む。）、責任者が具体的に従事・経験した統計調査の内容（客体数、調査
方法等を含めた調査の具体的内容を含む。）。

－ 9 3

調査の実施状況を把握し、適切に対応できる体制が備わっているか。
経済産業省及び農林水産省・調査客体からの要請・要望等に迅速・柔
軟に対応できる体制が備わっているか。

調査の状況を把握する体制、回収状況に応じた適切な指導の体制。
経済産業省及び農林水産省や個別の調査客体への緊急対応等迅速に
対応すべき業務への対応体制。

－ 6 2

過去に同様の業務（統計調査）の受託実績があるか。本業務従事予定
者には統計調査に関する専門知識・ノウハウがあるか。容器包装リサ
イクル法に関する知識があるか。

委託者の名称、受託した統計調査の具体的な内容（調査対象（世帯・事業
所・企業）、客体数、調査方法（郵送・調査員等）、調査機関、回収率など
詳細内容）。業務従事予定者の統計調査に係る専門知識・ノウハウの具
体的内容。容器包装リサイクル法に関する知識の具体的内容（別紙15参
照）。

－ 6 2

本業務の実施予定組織・部門が、財団法人日本適合性認定協会又は
海外の認定機関により認定された審査登録機関によるISO9001の認
証又はこれと同等の認証を取得しているか。

認証を受けている･･･３点、認証を受けていない･･･０点 － 3 －

2.3 設備・環境
本業務における各工程別の業務を実施する場所、設備環境等、十分
な実施環境が確保されているか。

電話・FAX・パソコン・インターネット環境の具体的整備状況。調査用品・調
査関係書類の保管場所・パソコン（台数）の配置を含めた執務室・作業室
のスペース及び配置状況（各工程別）。

基礎点 3 3 － －

業務従事予定者に対する研修（教育）計画の概要に、必要な内容が含
まれているか。

容器包装利用・製造等実態調査の内容、秘密の保護、客体への適切な接
遇、的確な事務処理の実施等研修の実施体制、研修期間（日数・時間
等）。

基礎点 3 3 － －

業務従事予定者に対する研修（教育）計画・内容に工夫がみられる
か。容器包装リサイクル法や調査内容に関する理解を深めるための工
夫がみられるか。

調査の質の確保・向上のための具体的な研修内容（特に拒否客体への対
応、協力を得るために工夫した応接・アプローチ、容器包装リサイクル法
に関する研修（法の目的、義務対象者と義務内容、再商品化義務量に係
る量・比率等の算出方法に関する規定））、参加型・体験型研修の実施・参
加状況。

加点 9 － 9 3

項目

実施計画

新
規
性
・
創
造
性

評価基準 留意事項

実施体制・役
割分担

加点

組織の専門
性、実績、資格

加点

提
案
書
項
番
号

加点
基礎点
(必須）

項目
合計

8

15

9

　評価項目一覧表－提案要求事項一覧－

大
項
目

中
項
目

2.4 研修（教育）

1.1

2.1

2.2
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調査票等の搬送・保管体制について具体的に示されているか。
セキュリティポリシー又はこれに準ずる規則の策定・整備・遵守の状況、セ
キュリティ担当責任者の情報。

4 － －

本業務の実施予定組織・部門が、財団法人日本情報処理開発協会又
は同協会の指定機関によりプライバシーマークの認定を受けている、
又はこれと同等の個人情報保護のマネージメントシステムを確立して
いるか。

認証を受けている･･･５点、認証を受けていない･･･０点 4 － －

本業務の実施予定組織・部門が、財団法人日本情報処理開発協会に
よるISMS適合性評価制度の認証を受けている、又はこれと同等の情
報セキュリティ管理システムを確立しているか。

認証を受けている･･･３点、認証を受けていない･･･０点 － 3 －

効率的かつ実現可能なセキュリティ対策が具体的に示されているか。
データの持ち出し・持ち込み、目的外のデータの閲覧の禁止等に関する効
率的かつ実現可能なセキュリティ対策の具体的な取組内容。セキュリティ
マニュアルの作成状況。責任者の配置状況。

－ 6 2

３．個別業務の実施方法

調査関係書類・用品の作成・印刷・配布の実施方法、これらの実施手
順等が具体的に示されているか。

契約から調査開始までの具体的な準備・取組スケジュール。
受託期間全体の月間の具体的なスケジュール。

基礎点 3 3 － －

☆
調査票の提出率を高めるための工夫がみられるか。調査対象事業者
の名称変更、再配布、配布先への変更などへの対応を迅速に行うた
めの取組や工夫がみられるか。

本業務を効果的かつ効率的に実施するための工夫内容（独自の調査用
品の提案等）。インターネット、民間データベース、登記簿情報等の効果的
な利活用、独自のデータベースの作成（独自の取組等）。

加点 6 － 6 2

協力依頼の実施方法・手順等が具体的に示されているか。 調査協力、回収率の確保のための具体的な取組・対策内容。 基礎点 3 3 － －

☆
あて先不明等の調査対象事業者について移転先等を把握する方法、
廃業事業者の的確な把握・確認及び代替事業者への迅速な対応につ
いて、工夫がみられるか。

インターネット、民間データベース、登記簿情報等の効果的な利活用（独
自の取組等）。

－ 6 2

☆ 調査対象事業者の協力を得やすくするための工夫がみられるか。
調査対象事業者に対する具体的な取組・アプローチ上の工夫内容（独自
の取組等）

－ 6 2

☆ 調査票への記入の正確さを向上させるための工夫がみられるか。 記入ガイドの作成、電話による案内等（独自の取組等）。 － 6 2

照会（問合せ・苦情等）の対応方法・手順等が具体的に示されている
か。

具体的な運営体制・配置人数（専任者・専任者以外）、受付時間の適切
性。

基礎点 3 3 － －

迅速かつ適切な対応を行うための工夫がみられるか。
苦情、照会内容のデータベース化と情報共有化方策、インターネット等の
効果的な利活用、問合せ・苦情対応等のマニュアルの作成、混雑時対応
等運営上の工夫内容等（独自の取組等）。

加点 9 － 9 3

調査票の回収・受付・審査・疑義照会の実施体制は妥当か。これらの
業務の実施方法、手順等が具体的に示されているか。

回収調査票の審査・確認の具体的な体制（従事人数を含む。）。回収調査
票の審査・確認や疑義発生時の処理手順における工夫内容（独自の取組
等）。

基礎点 3 3 － －

調査票の疑義照会業務を迅速かつ効果的に実施するための仕組み・
体制が整っているか。

疑義照会業務の具体的な実施体制（従事人数、従事者の平均経験年数
等を含む。）。

－ 9 3

☆ 疑義照会業務の実施方法に工夫がみられるか。
多くの疑義照会を滞留させず効率的かつ迅速に処理するための工夫・設
備の状況（独自の取組等）。

－ 9 3

セキュリティ対
策

基礎点

加点

8

9

18

18

3.3
照会（問合せ・
苦情等）対応

3.2 協力依頼

加点

3.4
調査票の回
収・審査・疑義
照会

3.1
調査関係書
類・用品の作
成・印刷・配布

2.5

加点
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時期・回数など督促の実施方法・手順等が具体的に示されているか。 督促のタイミング、手段（電話、はがき、訪問等）、回数など。 基礎点 3 3 － －

調査対象事業者に対する調査票の督促業務を迅速かつ効果的に実
施するための仕組み・体制が整っているか。

督促業務の具体的な実施体制（従事人数、従事者の平均経験年数等を
含む。）。調査対象事業者ごとの調査票の受付（回収）情報の整備・利活
用等を踏まえた効果的な督促業務の取組・工夫内容（独自の取組等）。

－ 9 3

☆ 回収率を確保・向上させるための工夫がみられるか。
督促のタイミング、手段（電話、はがき、訪問等）、回数など調査対象事業
者の状況に応じた効果的な取組・対応の工夫内容（独自の取組等）。

－ 9 3

調査票の電子データ作成等の実施方法・手順等が具体的に示されて
いるか。集計項目、集計プログラム、集計の実施方法・手順等が具体
的に示されているか。

データに係る入力体制の状況（入力の設備・規模・能力・実績等）。納品
データのミス防止のための実施体制（入力要員数を含む。）。
集計項目、実施方法、手順など。

基礎点 3 3 － －

☆ 正確かつ迅速に電子データ化を行うための工夫がみられるか。
機動力のある入力作業等への整備・対応状況（小さいロットの入力への対
応等を含む。）。

－ 6 2

☆
効率的かつ精度の高い集計及びエラーチェックを行うため、プログラム
の設計、実施方法に効果的な工夫がみられるか。

集計プログラム及びエラーチェックプログラムの設計上の工夫、効率的に
実施するための実施体制（従事人数、従事者の平均経験年数等を含む）
等。

－ 9 3

結果表（数値案）作成の実施方法・手順等が具体的に示されている
か。

集計項目、実施方法、手順など。 基礎点 3 3 － －

☆
結果表（数値案）の作成結果に応じて、要因分析を適切に行うための
工夫がみられるか。

結果表の増減要因が、容器包装利用・製造等実態調査の結果に起因す
るものであるか、環境省が実施する容器包装廃棄物分類調査の結果に起
因するものであるかの判断方法、容器包装利用・製造等実態調査の結果
に起因するものである場合の要因分析の方法等。

加点 9 － 9 3

名簿データ及び管理ファイル更新等の実施方法・手順等が具体的に示
されているか。

名簿データ及び管理ファイル更新、データ間の同期等のための具体的な
取組・対策内容。

基礎点 3 3 － －

☆
企業等・事業所の名称及び所在地等の最新の状況を把握するための
確認方法、名簿データ及び管理ファイル間の同期方法について、工夫
がみられるか。

最新の状況を把握するためのインターネット、民間データベース、登記簿
情報等の効率的な利活用（独自の取組等）。名簿データ及び管理ファイル
間の同期の効果的かつ効率的に実施するための工夫内容（独自の同期
方法の提案等）。

加点 6 － 6 2

基礎点合計 50
加点合計 150

技術点合計 200
うち新規性・創造性・効率性を求める項目（☆） 81

3.6
調査票の電子
データ作成、集
計

3.7
結果表（数値
案）の作成

3.8
名簿データ等
の整備

3.5 督促

18加点

加点 15
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別紙２　従来の実施状況に関する情報の開示

１　従来の実施に要した経費 （単位：千円）

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

常勤職員 - - -

非常勤職員 - - -

- - -

委託費定額部分 48,300 44,100 43,575

成果報酬等 - - -

旅費その他 - - -

48,300 44,100 43,575

- - -

- - -

- - -

48,300 44,100 43,575

（注記事項）

平成21年度～23年度（民間委託）

１．業務の実施期間は、６月から３月までの約１０ヶ月

２．本業務は、平成９年度から調査の実施及び集計、分析に係る一連業務を一括して民間事業者に委託している。

　

３．委託費の変動は、入札額の差によるものである。

４．各年度とも調査内容は同じであり、調査客体数は各年度とも毎年約40,000事業所である。

５．委託費の積算には、調査に係る人件費、印刷費、通信運搬費などが含まれる。

６．平成24年度の落札金額 45,675,000 円

人件費

委託費等

物件費

計（a）

（a）＋（b）

減価償却費参
考
値

（
ｂ

）

退職給付費用

間接部門費

22



２　従来の実施に要した人員 （単位：人）

（業務従事者に求められる知識・経験等）

１．統計調査に関する知識、情報処理（パソコン操作）に関する知識、調査対象、業界に関する予備知識が必要。

２．容器包装利用・製造等実態調査及び分析事業に関する業務を熟知し、照会対応業務及び督促業務ができること。

３．容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第１１２号）を熟知していること。

（業務の繁閑の状況とその対応）

１．６月中旬に調査票を郵送し、７月中旬を締切としていることから、６月中旬～７月中旬までの間に照会が集中。

　その後、はがき督促、電話督促後に集中するほか、随時、調査客体からの照会がある。

２．９月末までに行う再商品化義務量を算定するための数値案の策定に向けて、利用量上位事業者等への督促と集計を

　繰り返すため、８月下旬～９月頃にかけて行う集計作業と数値案策定業務に人員を重点的に配置して実施している。

（注記事項）

平成21年度～23年度（民間委託）

○委託先の民間事業者は一般競争入札（総合評価方式）にて決定後、請負契約（確定契約）により実施している。

○平成２４年度事業における委託先の実施体制の概要は以下のとおり。

＜平成２４年度事業　提案書ベース＞

（１）調査票の発送

（２）問合せへの対応

（３）調査票の回収及び集計

（４）集計プログラムの準備

（５）集計作業（情報処理・数値の検証）

（６）再商品化義務量を算定するための数値案の策定

（７）今年度発送企業データ・問合せ案件の整理

（８）次年度調査に向けた改善策・実施計画案の作成・協議

（９）次年度調査の調査票の作成

（10）次年度調査に向けた問合せ対応マニュアルの作成

（11）次年度調査の抽出作業

（12）次年度調査の発送リストの作成

（13）報告書の作成

（14）調査実施期間のアンケート原票の保管

　　　　　　　

常勤職員

非常勤職員

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

-

-

- -

--

外注の有無

○
○
○
○
○
○
○

3
3

○

3
2

調査項目 委託先担当人数

2
2
3
2
4
4
3
3
2
2

国

委託先

調査票、督促状の印刷・発送、調

査票の回収及び集計、集計プロ

グラムの準備、集計、今年度発送

企業データ・問合せ案件の整理

外注先A

問合せへの対応、電話督促、今

年度発送企業データ・問合せ案件

の整理、次年度調査に向けた問

合せ対応マニュアルの作成

外注先B
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３　従来の実施に要した施設及び設備

１．平成21年度～23年度

○民間事業者において準備した。

　

○施設

　会社事務室一角

（注記事項）

○事業を実施するために必要となる施設及び設備は、受託者において準備する必要がある。
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４　従来の実施における目的の達成の程度

調査対
象数

有効回
答数

目標
・

計画

有効回
答率

調査対
象数

有効回
答数

目標
・

計画

有効回
答率

調査対
象数

有効回
答数

目標
・

計画

有効回
答率

全体 36,548 15,864 - 43.41% 36,529 17,172 - 47.01% 35,941 19,926 - 55.44%

大規模 6,739 4,135 60% 61.36% 6,506 3,921 60% 60.27% 6,138 4,235 60% 69.00%
中規模 13,093 5,363 40% 40.96% 13,114 6,210 40% 47.35% 12,959 7,109 40% 54.86%
小規模 16,716 6,366 35% 38.08% 16,909 7,041 35% 41.64% 16,844 8,582 35% 50.95%

（注記事項）

○調査対象数とは、調査票を発送した事業者（追加発送分を含む。）のうち、未達の事業者数を除く数をいう。

○有効回答率とは、有効回答（＝個票審査要領の基準を満たした調査票）数を調査対象数で除した値をいう。

○本調査は、民間事業者により実施している。

○回収率（有効回答率）目標は、約4万事業者を対象に調査した場合に、母集団との誤差率が一定範囲内に収まるよう

資本金規模別に設定。

○企業規模の定義は以下のとおり。（大規模、中規模、小規模）

工業（資本金10億円以上、資本金1～10億円、資本金1億円以下）

商業（資本金1億円以上、資本金3千万円～1億円、資本金3千万円以下）

外食（資本金1億円以上、資本金1千万円～1億円、資本金1千万円以下）

農業（個人）（なし、販売額5千万円以上、販売額5千万以下）

農業（法人）（販売額3億円以上、販売額1～3億円、販売額1億円以上）

漁業（なし、販売額1億円以上、販売額1億円以下）

○平成17年度調査～20年度調査の有効回答率は以下のとおり。

調査対
象数

有効回
答数

有効回
答率

調査対
象数

有効回
答数

有効回
答率

調査対
象数

有効回
答数

有効回
答率

調査対
象数

有効回
答数

有効回
答率

全体 35,431 15,204 42.91% 37,039 13,733 37.08% 37,561 14,882 39.62% 37,039 16,302 44.01%

大規模 6,863 4,084 59.51% 6,708 3,665 54.64% 7,003 4,025 57.48% 6,459 3,894 60.29%
中規模 12,654 5,202 41.11% 13,271 4,605 34.70% 13,397 5,065 37.81% 13,295 5,705 42.91%
小規模 15,914 5,918 37.19% 17,060 5,463 32.02% 17,161 5,792 33.75% 17,285 6,703 38.78%

企業規模別

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

企業規模別
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